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１．平成 29年の労働災害発生状況 

厚生労働省は、平成 29 年の労働災害発生状況を取りまとめ公表しました。死亡災害、休業４日以上の死傷災害の発生

件数はともに前年を上回り、それぞれ 978 人（5.4％増）、120,460 人（2.2％増）でした。死亡災害は３年ぶり、死傷災害は２年

連続で増加です。 

災害発生状況を業種別にみると、（1）建設業では、依然として「墜落・転落」が占める割合が大きく、死亡災害で「交通事

故（道路）」や「はさまれ・巻き込まれ」が増加し、死亡災害、死傷災害ともに前年を上回りました。（2））陸上貨物運送事業で

は、死亡災害で、依然として「交通事故（道路）」が占める割合が大きく、「はさまれ・巻き込まれ」や「墜落・転落」が大幅に増

加し、死亡災害、死傷災害ともに前年を大きく上回りました。（3）第三次産業では、引き続き「転倒」と腰痛などの「動作の反

動・無理な動作」が増加傾向にあり、死傷災害が前年を上回りました。 

労働災害を減少させるために、重点的に取り組む事項を定めた中期計画の「第 13次労働災害防止計画」では、死亡災害

の 15％、死傷災害の５％以上の減少を目標としています。計画の初年度となる平成 30年度は、労働災害が多発しているこ

とから重点業種にした建設業、製造業や林業、陸上貨物運送事業、第三次産業への対策や、労働力

の高齢化や就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策、死傷災害の２割以上を占める転

倒災害対策、労働者の健康確保対策などが取り組まれます。また、全国安全週間（７月１日～７日）と

その準備月間（６月１日～30 日）では、厚生労働省、都道府県労働局から事業場、関係業界団体等

に対して、積極的な労働災害防止活動の実施の働きかけがあります。 

２．人事・労務問題Ｑ＆Ａ ～ 「持ち帰りの仕事は残業にあたるのか？」～ 

Ｑ．当社は、労働時間の短縮を促進するため、原則として午後８時に退社しなければならないとルール化し、実施しました。

しかし、社員の中にこの制度が実施されて以降、仕事を持ち帰り帰宅後や休日に自宅で仕事をしなければならない者が

いて、「時間外手当や深夜労働手当」を請求してきた社員がいました。この要求に応じなければならないのでしょうか？ 

Ａ．原則として自宅で「仕事」として行ったとしても、使用者の指揮命令下におかれたものとはいえないと考えられるので、労

働基準法上の労働時間とは認められないとされ、時間外手当、深夜労働手当、休日労働手当の支払い義務はないとされ

ます。判例で「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」と定義されていますので、本件の場合

は、自宅で行った仕事が使用者の指揮命令下になされたか否かを考える必要がありますが、自宅で「仕事」を行えばどの

ようなものでも当然に指揮命令下にあると判断されるものではありません。このことは、労働時間は単に労働者が労務を

提供する時間ということではなく、使用者が指揮命令下で行われているかどうかが必要となってきます。ということで、原則

としては労基法上の労働時間ではないと考えられるといえます。もっとも、部下に「自宅で資料を完成させてくるように」とメ

ールや携帯電話で指示した事実関係があれば、作業を指図したと考えられ、時間外手当等の支払い義務が発生します。 

政府は「働き方改革」の１つの目標として過重な長労働時間労働の解消を掲げ、いわゆる労働時間適正把握ガイドライ

ンを昨年公表しました。その中には「使用者の指示によって業務に必要な学習等を行って 

いた時間については労働時間と扱わなければならない」とされています。このようなガイド 

ライン案が発出されていることを踏まえると、労基法上の労働時間に該当するのか否か 

が今後、ますます問題となる事例が増えてくると思われますので、慎重に判断していく必 

要があるでしょう。 
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遅ればせながら、今年のはじめに話題になった「La La Land」（ミュージカル映画）を観に行き
ました。オープニングは楽しい映像で、うきうきするものでしたが、終わりはまさかの切ないエ
ンディングで強く胸を打たれました。人生は選択を繰り返して前に進むもの。人生の裏側に
は選ばずに捨てたものもあります。夢を追いかけるためにあきらめるという選択もあります。
なかなかの余韻が続く映画でした。あなたの選ばなかった人生は何ですか？（秋山） 
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